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陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律（明治２８年法律第２７号）の適用例
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　 Ａ軍刑法、Ｂ軍刑法共に抗命罪の構成
要件に該当しないため、罪に問われない
。

　 Ａ軍刑法、Ｂ軍刑法共に抗命罪が規定
されているため、第２条によりＡ軍刑法が
適用される。

１．Ａ軍軍人甲がＢ軍の軍務を遂行中にＢ軍上司乙に反抗した場合、甲はＢ軍刑法の公明
罪に問われるか。

Ａ軍刑法Ａ軍刑法

甲はＢ軍
軍人では
ない

乙はＡ軍
軍人では
ない

Ａ軍刑法Ａ軍刑法 Ｂ軍刑法Ｂ軍刑法

陸海軍刑法
ノ適用ニ関
スル法律


